
厚木市における未普及地区の汚水処理整備
平成29年度　～　令和２年度　（４年間） 厚木市

①市街化調整区域における汚水管渠処理整備計画の策定を100％（H29末）にする。
②市街化調整区域における汚水管渠処理整備に伴う実施設計の策定を100％（R2末）にする。

（H28当初） （H30末） （R2末）

①市街化調整区域の汚水処理整備計画の策定率 0.0% 計画 100.0% 計画 100.0% 計画

策定された計画数/汚水処理整備計画策定数 0.0% 実施 100.0% 実施 100.0% 実施

②市街化調整区域の汚水管渠整備の実施設計の策定率 0.0% 計画 0.0% 計画 100.0% 計画

策定された計画数/汚水管渠整備実施設計策定数 0.0% 実施 0.0% 実施 100.0% 実施

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事業終了後

厚木市ホームページ上にて公表

１．交付対象事業の進捗状況

上段： 下段：

A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業者 種別1 種別2 事業実施期間（年度）
全体事業費
（百万円） 備考

H28 H29 H30 R1 R2

10.0 計画

10.3 実績

32.0 計画

29.4 実績

合計 42.0 計画

合計 39.7 実績

未普及地域を解消することにより、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を図り、良好な生活環境を創造する。

社会資本総合整備計画  　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

0.0%

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

効果促進事業費の割合 0.0%

40 40 0 0 Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

42
Ａ

42
Ｂ全体事業費

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

0
Ｃ

0

2 下水道 一般 厚木市 直接

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

厚木市下水道運営審議会において実施。 公表の方法

－ 効率的汚水処理整備計画

1.交付対象事業の進捗状況

要素となる事業名 事業内容 市町村名

1

計画 実績

下水道 一般 厚木市 直接

市街化調整区域の
汚水処理整備計画の策定

市街化調整区域の
汚水処理整備計画の策定

管渠
（汚水）

管渠
（汚水）

新設 市内汚水管整備事業（未普及対策） 厚木市

厚木市

厚木市

市街化調整区域の
汚水管渠整備に伴う

実施設計の策定

市街化調整区域の
汚水管渠整備に伴う

実施設計の策定

厚木市
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２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100.0%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 100.0%

最終目標値 100.0%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 100.0%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

平成29年度に策定した汚水処理整備計画に基づき、市街化調整区域の汚水整備を推進する。

指標①（市街化
調整区域の汚水
処理整備計画の
策定率）

指標②（市街化
調整区域の汚水
管渠整備の実施
設計の策定率）

第10（棚沢）処理分区、第15（依知第二）処理分区、第19（玉川）処理分区の未普及地区において実施設計を実施したことにより、工事実施に向けた調整や協議を行う
ことができた。


